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２Ｃ１８ 

産総研地域センターにおける活動評価結果の反映 

-ベストプラクティスの展開例について- 

 
○ 加茂真理子，間野智子，山本哲也，高橋保盛，徳田澄男，小野瀬克信 

  安田進，中村治，中村修，須田洋幸（独立行政法人 産業技術総合研究所） 

 

 

 

１．はじめに 

 産総研は、①持続的発展可能な社会実現への貢献、②産業競争力強化等への貢献、③産業政策の地域

展開への貢献、④産業技術政策立案等への貢献を主軸に活動し、国民のニーズに応じた効率的なサービ

スの提供に努めている。そして、つくば、地域等を問わず、それぞれの部署において設定された目標達

成に向け、日常の活動に創意・工夫を加えることによって、産総研に対する信頼感と満足感を高めてい

る。流動性および多様性を特徴とする産総研において、各部門等の機能が有効的に作用するためには、

一律的な管理手法では対処できず、各々の活動において自律的かつ具体的な工夫が求められる。一方、

多様性の高い組織においては、組織全体としては統一した考えの下での運営も求められる。 

上記背景の下、産総研の活動を常にチェックして新しいアクションを起こすために、独立行政法人発

足時から評価部を設置して研究活動の評価を実施してきた。また、研究活動を支援する研究関連・管理

部門等に係る活動についても、産総研中期計画[1]に記載されている事項を中心として、円滑な産総研

運営に資する評価を行っている。 

本稿では、研究関連・管理部門等活動評価のなかで、全国８拠点（北海道、東北、臨海副都心、中部、

関西、中国、四国、九州）に位置する地域センターの活動を対象とした平成１８、２０年度評価結果[2] 、

[3]のうち特にベストプラクティスの展開を例として、本評価に係る意義、課題等について考察した。 

 

２．地域センター活動評価の概要 

 産総研では中期計画記載事項を上位概念とし、部門等が活動目標を設定し、自立的および自律的に活

動し、自己評価を行うという、一連の活動を行っている（目標管理型評価）。評価のポイントは目標の

達成度だけではなく、それに向けた取り組みや創意・工夫、努力とし、研究成果の創出や適切な研究環

境の提供のため、①サービス向上、②業務効率向上、③業務活性化（モチベーション向上等）、という

３つの観点から評価を行っている。また、組織の活性保持のために「挑戦課題」を設定して、チャレン

ジングで意欲的な取り組みを推奨している。 

地域センターについては、活動目標とすべき事項が中期計画には具体的に記述されていないため、当

活動評価については、地域担当理事により示された「地域センター運営方針」を上位概念に位置づけた。

これに従い、各地域センターが年度当初に具体的な業務計画を設定し、活動性成果について年度末に評

価を行った。具体的には、活動評価委員会の下に地域センター分科会を設け、提案された業務計画内容

の同意と、活動結果の自己評価に基づく評価を行った。分科会委員のコメントは、業務推進や業務改善

に係るものであり、中でも高い評価を受け、かつ他の地域センター等への応用展開が期待される事項を
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含むものを、当該年度の「ベストプラクティス」と位置づけた。 

 このベストプラクティスに基づく活動が好循環することによって、産総研の価値向上にどのように貢

献しているかの検証を試みた。すなわち、産総研に何が望まれているかを明らかにし、産総研の価値を

高める地域センターの活動に対する評価の方法、および他の地域センターへの基軸コンセプトの伝達に

関する効果的な評価の仕組みの有効性について検討した。 

 

３．ベストプラクティスの応用展開例 

 平成１８年度地域センター活動評価結果から抽出された「Ｈ１８ベストプラクティス」の例および、

それを応用展開したと考えられる平成２０年度地域センター活動結果（Ｈ２０活動実績）の顕在化例を

表１に対比させて示す。なお、応用展開の際の基盤となる考えを「基軸コンセプト」として中央カラム

に示した。 

表１．Ｈ１８ベストプラクティスと応用展開の例 

Ｈ１８ベストプラクティス 基軸コンセプト Ｈ２０活動実績 

地域イノベーションハブ、連携拠

点化としての役割強化【北海道セ

ンター・東北センター】 

・ 「札幌大通りサテライト」を

活用した技術相談等の実施 

・ 広域連携拠点として「東北サ

テライト」を仙台市内に設置 

・ 好立地条件における、産業

界等との連携強化の「場」

を提供 

・ 「テクノサポートカレンダ

ー」配布により、広範な研

究・技術開発に対する補助

制度等の情報を提供 

・ 地域ネットワーク作りの中

核となる連携拠点、「名古屋

駅前イノベーションハブ」を

設置し、郊外への移転による

技術情報交換機能の低下を

防ぎ、地域イノベーションの

進展に貢献【中部センター】

研究環境の高度化に向けたバッ

クオフィス業務【中国センター】 

・ 管理監巡視の定例化による

研究環境の改善 

・ 事故未然防止のため、「想定

される事故と予防策」を作成 

・ 不在時消灯等、きめ細やかな

努力による省エネ対策 

・ 全職員の安全対策への自覚

の醸成、一体感の形成によ

る組織運営の高度化 

・ 安全衛生管理、省エネ対策

を実施する上で、研究者と

の意思疎通による重層的な

安全啓発活動を継続 

・ 事務系連絡会議「リメイク中

部」の新設による安全衛生管

理等に資する情報共有・業務

推進および、「ゆとり to し

だみ」の発刊による情報共

有、関係者の一体感の向上 

・ 外部機関による安全衛生診

断の実施【中部センター】 

地域関係機関との連携による人

材育成【九州センター】 

・ 産技連九州部会を活用した

公設研若手研究者合同研修

会や、公設研との合同成果発

表会等を先駆けて実施 

・ 九州地域全公設研を訪問し、

意見交換会の実施 

・ 公設研とのネットワーク形

成により密な情報共有を推

進し、産総研職員を含む関

係者の人材育成にも貢献 

・ 国および県の連携施策の具

体化に貢献 

・ 関西経済連合会との連携に

より、「組込み“適塾”」を開

塾し、産総研ミッションの１

つである、産業人材の育成を

推進 

・ 設定プログラムに基づき、２

９名の卒業生を社会に輩出

【関西センター】 
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４．考察 

 第１期中期計画期間である平成１５年度から開始された地域センター活動評価は、産総研運営、地

域産業振興に資することを目的に、より効率的かつ実効的な評価となるように、多くの議論、試行錯誤

を繰り返し、評価システムの改善を重ねてきた。評価に係る一連の作業は、評価フレームの構築、評価

軸の設定、評価委員会の開催、評価結果のとりまとめ、関係者へのフィードバック、業務推進・業務改

善等で構成されるが、特にその効果を期待した仕組みは、以下の３項目である。 

 

① 統一上位概念の明示 

第１期中期計画期間における活動評価も基本的に目標管理型ではあった。しかしながら、業務活動の

目標設定は、地域センターが各々申告していたため、評価結果のフィードバックが該当地域センターの

みに限られ、良い事例であっても、他への波及効果が十分ではなかった。 

これを受け、第２期中期計画期間における地域センター活動評価では、地域担当理事により示された

「地域センター運営方針」を業務計画設定の上位概念とし、地域センター業務に共通する事項を整理し

た。一方、上位概念を設定することにより、枠にはまった業務活動となることが懸念されるため、地域

に特徴的な課題の設定や、チャレンジングで意欲的な取り組みを促進するために、「挑戦課題」を設定し、

発展的な業務活動を期待した。 

 

② 評価委員の選考 

地域センター分科会の評価委員については、公設研や地域経済産業局等から外部委員を選出するとと

もに、地域センター活動について理解の深い首席評価役を内部委員として選出した。すなわち、地域の

現状を正確に把握し、課題等について的確に指摘することのできる内外有識者を評価委員としたことに

より、評価コメントの有益性を向上させた。 

 

③ 委員会形式の変更（オブザーバ同席） 

地域センター分科会の形式については、全地域センター関係者がオブザーバとして同席することによ

り、他の地域センターの具体的な活動項目や課題について知ることができるだけではなく、評価委員か

らの指摘やコメントについて、単なる文面からとは異なり、場の雰囲気も含めたニュアンスまで感じ取

ることができるようした。 

全地域センター関係者が出席する形式は、拘束時間が長くなるため、効率のよい分科会運営とするべ

きであるが、評価が着実にＰＤＣＡサイクルの一環として作用するためには、評価側と被評価側の相互

理解、信頼感の醸成が不可欠であり、その手段として、コミュニケーションの場の拡大が必要である。 

 

上述した評価の仕組みを適用することにより、表１に示したように、ベストプラクティスが良好に抽出

され、さらに他の地域センターへの応用展開を可能としていることが分かった。 

地域センターは各経済産業局をはじめ、地域産業振興機関との連携において、当該地域に特徴ある取

り組みを行っているため、画一的視点で示された課題への取り組み状況や進行状況といった評価結果を

横並びで比較することは妥当ではない。 

－551－



しかし、上位概念の設定や評価委員の選考、評価コメントの有効性向上等の評価システムの改善によ

り評価の質の向上を図ってきた結果、ベストプラクティスの応用展開が実現された。すなわち、地域セ

ンター活動評価が１つの地域に留まらず、評価委員会で情報を共有することにより、地域の垣根を越え

て応用展開した結果、他の地域センターの運営改善や産総研ミッションの推進に繋がっている点で、地

域センター評価は意義があると言える。 

ここではベストプラクティスの展開例について取り上げたが、活動評価全般について考察すると、改

善すべき課題は残されている。現行評価システムでは、評価の観点に掲げている、①サービスの向上、

②業務効率化向上、③業務の活性化のうち、サービスの向上、業務の活性化を重視した目標管理型評価

プロセスだけでは、期待されている機能は十分には発揮されていない。 

すなわち、サービスの相手・内容等を明記している業務項目が多いことから、評価を通した業務の活

性には、評価結果の活用という「評価のフィードバック」を機能させる必要がある。具体的には、モチ

ベーションの向上に直結するステークホルダー（サービスの受け手）からの評価を盛り込むことなどが

必要であろう。この点については、隔年度活動評価を補完する目的で現在も実施しているステークホル

ダーへのインタビュー等の充実が、一助になると考えられる。 

 

５．まとめ 

 産総研は産業の発展に係る研究開発における使命と社会への責任を認識し、豊かな国民生活の実現の

ため、技術開発の面から貢献することを目的としている。そのため、研究ユニットの発信する成果を有

効に現出すると共に、研究活動を取り巻く良好な研究環境の提供、国民への広報、産業界等への成果移

転に係る業務等を担う研究関連・管理部門等を明確に位置付け、活動評価を実施している。 

今回、活動評価が地域センターおよび産総研運営に資することが明らかとなったが、一方では、評価

システムに関して、未だ改善の余地があることも確かである。第１期中期計画期間中から毎年度改善を

加えながら、目標管理型評価システムにより活動評価を実施してきた経験・知見を活かし、来年度から

始まる産総研 第３期中期計画目標期間において、単なる評価の受けっぱなしで終わらない機能的な評価

システムの構築を目指したい。 
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